
施策・基本事業評価表

平成 24 年 6 月 21 日

基本目標No． 基本目標名

施策Ｎｏ． 施　策　名

主管課名 主管課長名

関係課名
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・症状に応じて適正な医療受診に努めます。
・身近な地域でかかりつけ医を持ちます。

・市民が安心して医療が受けられるように医療機関と連携を強化し、救急医療や在宅医療など地域医療医体制を
支援します。
・広報やホームページにより、救急医療機関情報を提供します。

・医療機関相互の連携による効率的な医療を提供します。
・住み慣れた地域で療養生活ができるよう医療サービスを提供します。

3 健やかで笑顔あふれるまちづくり

・身近な地域で安心して医療が受けられる体制になっています。
・症状に応じた医療を受けられる救急体制が整っています。

市民課、社会福祉課

施策の成果
向上に向け
ての住民と
行政との役
割分担や地
域等への期
待など

施策が目指
すすがた

24

健康センター

地域医療体制の充実

長井仁美

作成日

施策の成果
達成にあ
たっての現
状と課題

市内には、6ヵ所の病院（精神科2）と31か所の診療所、19か所の歯科診療所があり、医療機関が充実していま
す。救急医療については、在宅当番医制による一次救急、病院群輪番制による二次救急体制が整備されていま
す。しかし、医師不足により、産科医・小児科医が少ない状況であり、市内における分娩施設や病院での小児科
の開設が望まれています。
病気や症状の程度に応じて、病院と診療所との適切な機能分担を行い、発症から治癒までの連携した医療や介
護が提供できる地域医療体制整備が望まれています。



施策Ｎｏ． 施　策　名24 地域医療体制の充実

事業内容（活動内容）

単位

事業内容（活動内容）

魚津市の中核病院である富山労災病院を支援します。

休日・夜間の救急患者のための一次急患センター事業を支援します。

基本事業名① 事業内容（活動内容）

①に属する代表的な事務事業

地域医療の中核である富山労災病院と診療所の機能分担と連携を強化し、休日・夜間における
救急医療体制の充実に努めます。また、救急医療の適正な利用の啓発に努めます。

事業内容（活動内容）

救急医療体制の充実

%

住み慣れた地域で継続的な医療・福祉・介護が受けられる体制づくりを支援します。

32年度
（最終目標値）

24年度 25年度 26年度
成果指標名

在宅医療利用者数

小児救急体制支援事業

地域中核病院支援事業

訪問歯科診療利用者数(延）

救急医療体制に満足して
いる市民の割合

一次救急体制支援事業

基本事業名②

広域行政において新川医療圏小児急患センター運営事業を支援します。また、小児救急に係る
適正な受診の仕方や富山県小児救急電話相談事業（＃8000）の啓発に努めます。

事業内容（活動内容）

④に属する代表的な事務事業

在宅医療の推進

②に属する代表的な事務事業

在宅医療啓発事業

25年度 26年度 27年度
（中間目標値）

成果指標名

単位
21年度
実績 23年度 24年度 25年度 26年度

基本事業名④

基本事業名③

③に属する代表的な事務事業

事業内容（活動内容）

事業内容（活動内容）

21年度
実績

27年度
（中間目標値）

22年度 23年度

40.3

単位

成果指標名 単位

事業内容（活動内容）

医師会と連携しながら、身近な地域で終末期まで継続的に医療や介護が受けられる体制を支援
します。市民が適切に在宅医療が利用できるように医療や介護サービスに関する情報提供に努
めます。

目標値（上段）及び実績値（下段）21年度
実績

基本事業④の目的
【意図】

目標値（上段）及び実績値（下段）

22年度 27年度
（中間目標値）

32年度
（最終目標値）

50 70
45

60.0

24年度 32年度
（最終目標値）

目標値（上段）及び実績値（下段）

22年度 23年度

40 45 50
29

40
人

30 35

37 106
人 78

80 85

目標値（上段）及び実績値（下段）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
（中間目標値）

32年度
（最終目標値）

150
90 95

21年度
実績

施策の成果
達成にあ
たって優先
的に取り組
むべき主な
取組み

基本事業①の目的
【意図】

救急患者が安心して医療が受けられます。

基本事業②の目的
【意図】

市民が身近な地域で安心して医療が受けることができます。

基本事業③の目的
【意図】

成果指標名

100
100

― 50.0
― 40.0 43.0 46.0 48.0



施策Ｎｏ． 施　策　名24 地域医療体制の充実

２．施策の成果実績に結びついているこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・夜間の一次救急診療体制の整備を望む声があります。（二次救急病院である富山労災病院にゆだねています。）
・市内の医療機関は比較的充実していますが、分娩施設や小児科の入院施設がない状況であることから、市内におけるそれ
らの開設が望まれています。
・脳卒中等の疾病を持つ患者（その家族）からは、急性期病院（労災・黒部市病など）を退院した後の回復期リハビリ病院を望
む声があがっています。（市内には回復期リハビリの施設はない。県東部の回復期リハビリ施設は、高志リハビリHP（富山
市）、池田リハビリHP（黒部市）、あさひ総合HP）。また、それ以外の疾病に関しても、退院時、安心して在宅生活へ移行できる
よう医療連携の仕組みが求められています。

【救急医療体制の充実】
・新しい富山労災病院内における一次救急医療体制整備に向け、医師会・労災病院と引き続き協議します。
・富山労災病院に分娩施設や小児科の開設を引き続き要望します。
【在宅医療の推進】
・在宅医療や訪問歯科診療について、市民に周知し利用者の増加を図ります。
・病院から在宅生活へ安心して移行できるよう病診連携（病院→在宅）及び医療と介護の連携の仕組みを構築し、推進しま
す。

・平成23年度のまちづくり市民意識調査で「救急医療体制に満足度」を取った結果、救急医療に満足している割合は、40.3％
で目標値と同等でした。
・在宅医療推進として、労災病院と医師会、介護サービスが連携している事例は目標値どおり横ばいです。
・県地域医療再生計画事業で市歯科医師会にポータブルユニットが贈与されたことにより、訪問歯科診療の利用者が大きく
伸びました。

ア．成果水準の推移（成果水準がここ数年どのように推移しているかを中心に記述）

イ．近隣他市との比較（成果水準が近隣他市と比較してどうであるかを中心に記述）

・市内では休日の一次救急体制（在宅当番医制）は整備されているものの、夜間の一次救急は黒部市民病院内の小児急患
センターしかなく、一般・成人の夜間の一次救急は実施していません。

【救急医療体制の充実】
○一次救急体制支援
・富山県地域医療再生計画により、新川地域では、一次急患センターの整備が盛り込まれたため医師会や労災病院と協議し
ています。
○地域中核病院支援事業
・魚津市唯一の総合病院であり「地域がん診療連携病院」である富山労災病院に対して、ＰＥＴやリニアック機器を有償貸与し
て、身近な地域でがんの早期発見・早期治療が実施できる体制を支援しています。
・富山労災病院改築基本構想検討委員会に市からは、分娩施設や小児科の開設を要望しました。
【在宅医療の推進】
・在宅医療に関する市民公開講座や事例検討会などに参加するとともに、在宅医療を実施している「※メディカルネット蜃気
楼」への支援を行いました。※「メディカルネット蜃気楼」とは、富山労災病院と魚津市医師会、訪問看護等が在宅医療連携シ
ステム構築に向け活動しています。

　（ここ数年の間、施策及び基本事業の成果向上に貢献してきた主な事務事業の取組み内容を中心に記述）

ウ．住民期待水準との比較（成果水準が住民が期待していると思われる水準と比較してどうであるかを中心に記述）

３．施策の課題認識及び２４年度の取り組み状況（予定）

　（２３年度末で残った課題、既に２４年度に取り組んでいること、又は取り組むこととしている予定を記述）

経営戦略会
議における
施策の課題
及び方針

・市民が安心して医療が受けられるように、今後、改築される富山労災病院内における一次急患センターの設置に向け、関係
機関と協議を進め、休日・夜間における救急医療体制を強化します。

23年度の
評価結果
（基本事業
の成果を考
慮し記載）

１．施策（基本事業）の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、特徴、その要因と考えられること）

部会評価
（協議結果、
今後の方針
及び課題等
について記

載）

※施策の重要度※ 重点

【救急医療体制の充実】
市民が安心して医療が受けられるように、休日・夜間における救急医療体制の整備を図る必要があります。そのため、改築さ
れる富山労災病院内における一次急患センターの整備に向け、引き続き関係機関と協議します。また、救急医療の適正な利
用について市民へ啓発に努めます。
【地域中核病院支援事業】
富山労災病院における分娩施設や小児科の開設に向けて、産科医・小児科医師の確保について、近隣大学病院や国、県
に引き続き要望します。
【在宅医療の推進】
病院と診療所の連携（病院→在宅）及び医療と介護の連携の仕組みを構築し、推進するためには、医師会、病院及び介護
サービス事業者との密度の高い情報共有と意見交換が必要なため、そのための拠点施設の建設が望まれます。


